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平成 26年 8月 6日（水）・7日（木）の２日間にわたり、霞が関子ども見学デー「金融庁へ

ＧＯ！」を開催し、6 日は 31 名の小学生と 26 名の保護者・引率者、7 日は 29 名の小学生と

24名の保護者・引率者に参加していただきました。 

当日は、オリエンテーションの後、「金融ってなぁ～に？」及び「金融庁ってこんなとこ

ろ」と題して、職員が講師となって、暮らしや経済に関わりの深いお金の流れについての勉

強や、１億円の札束・金塊等のレプリカを用いての実体験も行いました。 

続いて、「金融庁内の見学」と題して、審判廷及び大臣室を見学していただきました。審判

廷では、インサイダー取引に関する事例について、どのように審判が行われているのかを小

学生にも分かりやすいように、職員が各役割を演じながら説明をしました。大臣室では、大

臣の椅子に座って記念撮影を行いました。いずれも、子どもたちや保護者・引率者から大変

好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトギャラリー 

お金の「重さ」を体験 

（「金融ってなぁ～に？」より） 
記者会見を体験（会見室において） 

  

  

大臣の椅子で記念撮影 インサイダー取引について学習 
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（１）アジア金融連携センターによる開講式の開催について 

  

アジア金融連携センターは、平成 26年 7月 29日に、モンゴル金融規制委員会（ＦＲＣ）職

員２名、ベトナム国家銀行（ＳＢＶ）職員１名の研究員の招聘に当たって、開講式を開催いた

しました。 

 開講式では、河野正道アジア金融連携センター長による開会の辞や、各研究員による本プロ

グラムに対する期待や抱負等が述べられた後、各研究員と庁内関係者との歓談が行われました。 

河野正道アジア金融連携センター長からの開会の辞につきましては、「Opening Remarks at 

the Asian Financial Partnership Center (Masamichi Kono, President of the Asian 

Financial Partnership Center) 」をご覧下さい。 

 

 アジア金融連携センターは、アジア諸国等に対する技術支援の一環として、金融当局の職員

を受け入れ、金融庁内や関係機関における研修・研究プログラムの提供を通じて、各国当局が

直面する金融・資本市場の諸課題への取組や知見・技能の向上等を図るとともに、我が国とア

ジア諸国等の金融当局間の連携・協力を強化すること等を目的として、本年４月に設置された

ものです。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関係」の中の「国際関係情報（その他）」から

「アジア金融連携センターによる開講式の開催について」（平成 26 年 7 月 29 日）にアク

セスしてください。 

 

 

（２）車座ふるさとトーク in山形の開催について 

 

安倍内閣では、大臣、副大臣、政務官が地域に赴き、テーマを決めて、現場の方々と少人

数で車座の対話を行い、生の声をつぶさに聞いて、政策にいかすとともに、重要政策につい

て説明する「車座ふるさとトーク」を開催しています。 

金融庁においては、平成 26 年 7 月 31 日（木）に岡田内閣府副大臣（金融担当）が山形県

山形市を訪問し、「お金と暮らし（金融経済教育）」をテーマに、山形市の大学生や教育関係

者や消費者団体代表等の計 14 名の方々と「車座ふるさとトーク」を行いました。参加者から

多くの御意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

http://www.fsa.go.jp/en/news/2014/20140729-1/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/en/news/2014/20140729-1/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/en/news/2014/20140729-1/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140729-1.html
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車座ふるさとトークの様子            トーク後の記念撮影 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「車座ふるさとトーク」にアク

セスして下さい。 

 

 

（３）「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の開催に

ついて 

  

平成 26年 8月 7日に、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」を開催

しました。 

 同会議は、「『日本再興戦略』改訂 2014‐未来への挑戦‐」（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定）に

おいて、「持続的成長に向けた企業の自律的な取組を促すため、東京証券取引所が、新たに『コ

ーポレートガバナンス・コード』を策定する。」とされ、当該コードの策定に当たっては、「東京

証券取引所と金融庁を共同事務局とする有識者会議において、秋頃までを目途に基本的な考え方

を取りまとめる」とされていることを踏まえ、民間有識者の知見をいかしつつ、コーポレートガ

バナンス・コードの基本的な考え方について提言を得ることを目的としています。 

 平成 26 年 8 月 7 日に開催された第１回会合においては、同会議の立上げ経緯や各国コーポレ

ートガバナンス・コードの概観等について、事務局より説明が行われた後、同会議のメンバーに

よる自由討議が行われました。 

 今後、同会議において、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方の取りまとめに向

けた具体的な検討が進められていく予定です。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「コーポレート

ガバナンス・コードの策定に関する有識者会議（第１回）議事次第」（平成 26年 8月 7日）

にアクセスしてください。また、併せて第１回会議の議事録を 8 月 27 日に公表しておりま

すので、ご覧ください。 

 

 

  

http://www.fsa.go.jp/kouhou/kurumaza/yamagata20140731.html
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140807.html
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140807.html
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/gijiroku/20140827.html
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（４）店頭デリバティブ取引規制関連について  

 

金融庁では、金融商品取引法等の規定に基づく店頭デリバティブ取引等の規制について、取引

情報の保存・報告制度等に係るＱ＆Ａ及び清算集中義務に係る取引規模の届出の方法・様式等を

取りまとめ、平成 26年 7月 3日に公表しました。 

 本件の概要は、以下のとおりです。 

 

１．取引情報の保存・報告制度等に係るＱ＆Ａ 

取引情報の保存・報告制度について、報告者である金融機関等から寄せられた質問等に対

して、金融庁の考え方を整理し、公表しました。また、取引情報に係る想定元本の集計額が

一定額以上となる金融商品取引業者等に対して課せられる「取引規模の届出」について、想

定元本の集計方法の考え方についても併せて公表しています。 

 

２．清算集中義務に係る取引規模の届出の方法・様式等 

 取引情報作成対象業者が、金融庁に取引規模の届出を行うための手続きについて、持参や

郵送といった届出の方法や取引規模の届出の様式等について公表しました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「店頭デリバテ

ィブ取引規制関連について」（平成 26年 7月 3日）にアクセスしてください。 

 

 

（５）障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について 

 

金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、そ

の取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成 26 年 3 月末時点での障がい者等に配

慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を 7月 4日に公表しました。 

主な調査結果は、以下のとおりです。 

 

１．視覚障がい者対応ＡＴＭの設置率について 

ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ＡＴ

Ｍの設置台数の割合は、全金融機関で約 76％です。 

【業態ごとの内訳】 

主要行等 約 88％（うち都市銀行等 約 93％）、信託銀行 100％、地方銀行等 約

63％、第二地方銀行 約 60％ 、信用金庫 約 66％、信用組合 約 69％、労働金庫 

約 80％ 

２．預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について 

預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、

次のとおりです。 

【業態ごとの内訳】 

主要行等 約 81％【約 92％】（うち都市銀行等 100％【100％】）、信託銀行 

http://www.fsa.go.jp/news/26/20140703-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/20140703-4.html
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100％【100％】、地方銀行等 100％【100％】、第二地方銀行 100％【100％】、信

用金庫 100％【約 100％】、信用組合  100％【約 99％】、労働金庫 100％

【100％】 

注：【 】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率 

 

３．本人確認及び認証システムの開発段階における視覚障がい者との協議等  

各金融機関は、障がいをお持ちの方々の利便性が高まるよう、ATM の本人確認及び認証

システムの開発の際に障がい者の方の意見を取り入れています。実績等の一例は次のとお

りです。 

・ＡＴＭ本体や機能開発の際、視覚障がい者の方にデモ機によるトライアルを依頼し、

使用しやすいデザイン・機能をヒアリングの上、音声ガイダンスの操作手順や読み上

げスピードの改良等を実施。  

・本人確認・認証を含むＡＴＭ次機種の企画・開発段階から、可能な限り視覚障がい者

の方の意見を伺うよう申し入れ。  

・ＡＴＭメーカーが実施した視覚障がい者団体へのアンケート結果を受領し、「ハンド

セット方式」が最も利用し易いという意見を取り入れ、ハンドセット方式の視覚障が

い者対応ＡＴＭを導入。  

・ＡＴＭメーカーによる触覚記号方式の開発段階において、知覚心理学、実験系心理学

の専門家への委託研究という形で、視覚障がい者による操作性評価を実施。  

 

【参考】アンケート対象金融機関数 

◎主要行等 16 行（みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦJ 銀行、りそな銀 

行、ゆうちょ銀行（以上 5 行をもって「都市銀行等」という。）、あおぞら銀行、

新生銀行、セブン銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、シティバ

ンク銀行、住信ＳＢＩネット銀行、イオン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀

行) 

◎信託銀行 5 行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱ＵＦJ

信託銀行、オリックス銀行) 

◎地方銀行等 65行（地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行） 

◎第二地方銀行 41行（第二地方銀行協会加盟行） 

◎信用金庫 267金庫 

◎信用組合 155組合 

◎労働金庫 13金庫 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「障がい者等

に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について（速報値）」（平成 26 年 7 月 4

日）にアクセスしてください。なお、ウェブサイトに掲載した資料については、テキスト

形式のものもございますので、読み上げソフトをお使いの方はそちらもご利用ください。 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140704-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140704-2.html
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（６）「金融検査結果事例集」の公表について 

 

金融庁は、平成 26 年 7 月 30 日に、「金融検査結果事例集（平成 25 事務年度版）」を公表し

ました。 

 

１．金融検査結果事例集（平成 25事務年度版） 

金融庁は、平成 17 年より、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるなどの観

点から、指摘の内容・頻度を勘案して、金融機関が適切な管理態勢を構築する上で参考と

なる事例を取りまとめ、公表してきています。 

今般、「金融モニタリング基本方針（平成 25 事務年度）」に基づき、新しい金融モニタ

リングを実施し、その成果を「金融モニタリングレポート」として公表（平成 26 年 7 月

4 日）したところですが、これに加え、オンサイト・モニタリング（金融検査）において

認められた個別の指摘事例等をとりまとめ、「金融検査結果事例集（平成 25 事務年度

版）」として、公表することといたしました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融検査

結果事例集」の公表について」（平成 26年 7月 30日）にアクセスしてください。 

 

※ 過去の事例集については、各公表日の「報道発表資料」をご覧ください。 

・平成 23検査事務年度前期版（平成 24年 2月 23日公表）  

・平成 23検査事務年度後期版（平成 24年 8月 10日公表）  

・平成 24検査事務年度前期版（平成 25年 3月 19日公表） 

・平成 24検査事務年度後期版（平成 25年 8月 30日公表） 

 

 

 

金融庁では、銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針（案）につきまして、平成 26 年

2月 24日から 3月 25日（郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に

関する命令の一部改正案については、5月 15日から 6月 13日）にかけて公表し、広く意見の

募集を行い、その結果等を平成 26年 7月 4日に公表し、平成 26年 7月 31日から施行及び適

用されています。改正内容の概要は、以下の通りです。 

 

銀行法施行規則等に基づく届出規定に関し、資本の質・量に対するモニタリングを強化する

観点から、自己資本比率を変動させ得る行為（銀行等が任意で行う主要なもの）に係る項目を

追加する改正を行いました。 

 

今回届出規定を追加するのは、以下の 6項目です。 

１．自己株式の処分 

２．取得条項又は全部取得条項による株式の任意取得 

（７）銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針（案）に対するパブリック

コメントの結果について 

http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140730-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140730-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120223-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130319-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130830-5.html
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３．自己株式の取得 

４．新株予約権付社債の期限前償還 

５．資本調達目的で設立された子法人による規制資本の調達 

６．資本調達目的で設立された子法人による規制資本の期限前償還・弁済 

※１ないし４については、業態により追加項目が異なります。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「銀行法施行

規則等の一部改正案及び監督指針（案）に対するパブリックコメントの結果について」

（平成 26年 7月 4日）にアクセスしてください。 

 

 

（８）「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平

成 26年 4月 1日～同年 6月 30日） 

 

金融サービス利用者相談室（以下、「相談室」という。）に寄せられた利用者からの相談件数や

主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成 26 年 4 月 1 日から

同年 6 月 30 日までの間（以下、「今期」という。）における相談等の受付状況及び特徴等は、以

下のとおりです。 

 

１．今期には、10,121件の相談等が寄せられています。１日当たりの受付件数は平均 163件と

なっており、平成 26年 1月 1日から同年 3月 31日までの間（以下、「前期」という。）の

実績 170 件に比べて、やや減少しています。事前相談の受付件数は、上記 10,121 件のう

ち 381件となっています。 

 

２．分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数 3,109 件（構成比

31％）うち事前相談 15 件、保険商品等に関する相談等の受付件数 2,977 件（同 29％）う

ち事前相談 1 件、投資商品等に関する相談等の受付件数 2,744 件(同 27％) うち事前相談

331 件、貸金等に関する相談等の受付件数 838 件（同 8％）うち事前相談 33 件、金融行政

一般・その他に対する意見・要望等の受付件数 453 件（同 5％）うち事前相談 1 件、とな

っています。 

 

３．分野別の特徴等について 

（１）預金・融資等については、行政に対する要望等が減少したことから、前期に比べて、

やや減少しています。 

（２）保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が増加したことから、

前期に比べて、やや増加しています。 

（３）投資商品等については、前期の実績とほぼ同水準となっています。なお、詐欺的な投

資勧誘に関するものが 955 件あり、そのうち 373 件が何らかの被害があったものとな

っております。年齢がわかるもの（645 件）のうち、70 代が 253 件（39%）、60 代が

140 件（22％）、80 代以上が 122 件（19％）、と高齢者についての相談が大部分を占め

ております。 

（４）貸金等については、一般的な照会・質問等が増加したことから、前期に比べて、やや

http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140704-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140704-3.html
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増加しています。 

 

４．なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から

検査・監督上の参考として活用しています。 

今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査にお

ける検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用してい

ます。 

（１）預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するも 

   の 

（２）預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの 

（３）預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの 

（４）いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの 

（５）預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの 

（６）保険会社の保険金等の支払いに関するもの 

（７）保険募集人等の不適正な行為（重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・ 

対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等）に関するもの 

（８）貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの 

（９）貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの 

（10）システム障害に関するもの 

（11）無登録営業に関するもの 

（12）金融商品取引業者の不適正な行為（ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、 

高齢者に対する不適正な勧誘）に関するもの 

（13）金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するも 

   の 

（14）いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの 

前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。 

・監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、147 の金融機関等につ

いては相談室に寄せられた情報を参考としています。 

・金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、26の金融機関等については相談室に寄

せられた情報を参考としています。 

 

５．利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等 

寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用

者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表しています。 

今回、新たに追加する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」は、以下

のとおりです。 

投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「未公開株式の取引に関する相談等」 

【相談事例等（不適正な行為）】 

○ 業者から、「過去に購入した未公開株を買い取って被害を回復してあげます。その

ためには、新たに口座開設する必要があるため、コンビニのネットプリントサービス

を利用して口座開設申込書を入手し、それに必要事項を記載の上ＦＡＸしてほし

い。」との電話がありましたが、信用できるのでしょうか。 



 

10 

【アドバイス等】 

・ 未公開株の買取業者・助言業者等を名乗る業者から、買取等の勧誘を受けた場合に

は、詐欺的な商法であると考え、一切関わりにならないようにして下さい。 

・ 口座開設をした場合には、その後、業者からキャッシュカードなどを送付するよう

に誘導されてその口座が犯罪等に利用される可能性があります。 

 

   今回、新たに追加するものを加えた以下の項目について、「利用者からの相談事例等と相

談室からのアドバイス等」として公表していますので、こちらもご参照ください。 

 

（１）預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等 

「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」 

「本人確認に関する相談等」 

「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」 

「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」 

「特約付定期預金等に関する相談等」 

「融資に関する相談等」 

（２）保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「保険内容の顧客説明に関する相談等」 

「告知義務に関する相談等」 

「保険契約に関する相談等」 

「保険金の支払に関する相談等」 

「少額短期保険業者に関する相談等」 

「保険契約者の保護に関する相談等」 

（３）投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「金融商品の購入に関する相談等」 

「投資信託の購入に関する相談等」 

「外国為替証拠金取引に関する相談等」 

「未公開株式の取引に関する相談等」 

「自社発行未公開株に関する相談等」 

「ファンドに関する相談等」 

「金融商品取引業者（旧証券取引法上の証券会社）との取引に関する相談等」 

「金融商品取引業の登録に関する相談等」 

「株券の電子化に関する相談等」 

「投資者保護制度に関する相談等」 

「社債に関する相談等」 

（４）貸金等に関する相談事例及びアドバイス等 

「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」 

「強引な取立てに関する相談等」 

「取引履歴の開示に関する相談等」 

「返済条件の変更に関する相談等」 

「金利引下げに関する相談等」 

「総量規制に関する相談等」 

「都道府県登録業者に関する相談等」 
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「完済後の書面交付に関する相談等」 

 

 

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想さ

せる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった

場合には、 

・金融庁金融サービス利用者相談室 

０５７０－０１６８１１（ナビダイヤル）、ＩＰ 電話からは０３－５２５１－６８１１ 

・証券取引等監視委員会の情報受付窓口 

０３－３５８１－９９０９ 

に情報提供をお願いいたします。 

その他、金融庁ウェブサイト（「金融の仕組みや金融商品などの解説」）では、金融サービス

を利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。 

  

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サービ

ス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成 26年 4月 1日～同年 6月 30

日）（平成 26年 7月 31日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/index.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140731.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140731.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140731.html
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一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、

考えられません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わら

ないようにしてください。 

法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融

庁（財務局）の登録・届出を受けた業者に限られます。 

↓ 

・これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らな

いようにしてください。 

・ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力

等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場

合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、

投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアド

バイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないよう

にしてください。 

   

 

 

（１）その「もうけ話」、大丈夫ですか？  詐欺的な投資勧誘にご注意を！ 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれ

もご注意ください！ 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお

勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご注意ください！ ＆ 情報提供のお願い 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意  
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不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。 

 

 

（２）皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

（イ）情報提供窓口 

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場

操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書

等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引

業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関す

る情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、ＦＡＸ、イン

ターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市

場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。 

（注）個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。 

◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

直 通：03－3581－9909（情報提供窓口直通） 

代 表：03－3506－6000（内線3091、3093） 

ＦＡＸ：03－5251－2136 

郵送（共通）：〒100－8922 

東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館 

 

 

 

◆金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日10時～17時） 

電話（ナビダイヤル）：0570－016811 

※ＩＰ電話からは、03－5251－6811におかけください。 

ＦＡＸ：03－3506－6699 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 

の登録を受けているかを確認できます。 

        ↓ 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

  ・詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。 

        ↓ 

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
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（ロ）年金運用ホットライン 

平成 24 年 4 月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする

専用の窓口（年金運用ホットライン）を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情

報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の

専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。 

◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

直 通：03－3506－6627 

電子メール：pension-hotline@fsa.go.jp 

 

 

（ハ）公益通報・相談窓口 

公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っ

ています。 

◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口 

http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm 

直 通：03－3581－9854 

ＦＡＸ：03－5251－2198 

電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
mailto:pension-hotline@fsa.go.jp
http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm
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このコーナーは、平成 26 年 7 月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲

載しています。なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金融庁ウェブ

サイトのアクセス数の多いページ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

○ 金融庁（及び財務局等）が検査実施中の金融機関 

 

○ 金融モニタリングレポートの公表について 

 

○ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

 

○ 監査法人の処分について 

 

○ 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について 

 

○ 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について 

 

○ 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等（案）の公表及び

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について 

 

○ 平成 26 年金融商品取引法等改正（６ヶ月以内施行）に係る政令・内閣府令案の公表につ

いて 

 

○ 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等（案）」の公表及び「金融商品取引業者

等向けの総合的な監督指針の一部改正（案）」の公表について 

 

○ 「金融検査結果事例集」の公表について 

 

 

 

 

金融庁ウェブサイトへのアクセスランキング 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/20140704-5.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140708-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20140701-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140704-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140704-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140704-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140701-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140701-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140730-1.html
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（１）中小企業等金融円滑化相談窓口 

各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しました。どうぞご遠慮なく、

ご相談ください。 

●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。 

１．中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応 

２．借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと 

３．経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容 

●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたし

ます。また、助言等も積極的に行います。 

●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 

《受付時間》 

平日 9時～16時 

 

※お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ！～中小企業

等金融円滑化相談窓口のご案内～」にアクセスしてください。 

 

 

 

（２）東日本大震災関連情報 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 

 

◆金融庁ウェブサイト 

「東日本大震災関連情報」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 

「金融機関等の相談窓口一覧」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

◆金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
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（３）メール配信サービスのお知らせ 

金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会の各ウェブサイトでは、メール配

信サービス（日本語版・英語版）を行っています。 

メールアドレスを登録していただきますと、 

○ 金融庁からは、毎月発行しているアクセスＦＳＡや、日々発表される各種報道発表など、 

○ 証券取引等監視委員会からは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報や、証券

取引等監視委員会の問題意識等のメッセージなど、 

○ 公認会計士・監査審査会からは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの新着情報など 

が、登録いただいたメールアドレスに配信されます。 

御希望の方は、この機会に下記からアクセスして登録してください！ 

 

 日本語版 英語版 

金融庁 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

証券取引等監視委員会 「メールマガジン配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

公認会計士・監査審査会 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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